
令和６年 ４月 

利用者の皆様へ 

以下に該当する方は、感染拡大防止の観点から来所をお控えください。 

不明な場合は事前にご相談ください 。 

⚫ 来所する方が来所日に 37.５度以上の発熱がある場合

⚫ 来所する方が 咳、喉の痛み、鼻汁の症状などが悪化してきている場合

⚫ 新型コロナウイルス・インフルエンザ感染から 5 日間経過していない、

または 5 日間以上経過しても 24 時間以内に症状があった場合 

＊ 感染していない（無症状）家族の方の来所は可能です。 

引き続きのご協力をお願いいたします。 川崎西部地域療育センター所長 



令和６年 ４月 

施設内では感染拡大防止にご協力をお願いいたします。 

自宅と療育センター来所時に検温 をお願いいたします。 

〇 当センターでは令和６年５月７日以降、来所者・スタッフとも 

原則としてマスク の着用は個人の判断に委ねることといたします。 

 

〇 しかしながら、療育センターは重症化リスクの高い方が来所する医療機関であり、 

以下の場合はマスク の着用をお願いすることもあります。 

・ 咳や鼻汁が出る、体調がすぐれない場合     

・ 新型コロナウイルス感染後１０日以内の場合 

・ ほか、スタッフが必要と判断した場合                                          

                                                      

 今後、状況によっては変更する場合もあります。  

 利用するみなさまが安心して健やかに過ごせるように、引き続きご協力お願いいたします。 

 

川崎西部地域療育センター 所長 


